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福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ２ 年 ２ 月 12日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 １ 号
福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部
を 改 正 す る 規 程

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県
企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ９ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 ）

第 ９ 条 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に
関 し て は 、 本 条 で 定 め る も の を 除 く ほ か 、 知 事 の 事 務 部 局 に 勤 務 す る 会 計 年 度 任 用 職
員 の 例 に よ る 。

２ 報 酬 又 は 給 料 の 適 用 範 囲 の 区 分 及 び 基 準 は 、 別 表 第 ６ に 掲 げ る と お り と す る 。
３ 労 働 基 準 法 第 39条 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ く 年 次 有 給 休 暇 の 時 季 指 定 に 関 す る 取 扱 い に
つ い て は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

４ 条 例 第 13条 第 ３ 項 の 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。
⑴ 任 期 が ６ 月 未 満 の 者 （ 任 期 が ６ 月 以 上 の 者 と み な さ れ る 者 を 除 く 。 ）
⑵ 通 常 の 勤 務 時 間 の １ 週 間 当 た り の 平 均 時 間 が 15時 間 30分 未 満 の 者
⑶ 前 ２ 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 者
第 10条 の 見 出 し 中 「 非 常 勤 職 員 」 を 「 特 別 職 の 非 常 勤 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 常

勤 職 員 以 外 の 企 業 職 員 （ 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 前 条 に 規 定 す る 企 業 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 「 特
別 職 の 非 常 勤 職 員 」 に 、 「 非 常 勤 の 職 員 」 を 「 特 別 職 の 非 常 勤 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 ２
項 中 「 企 業 職 員 」 を 「 特 別 職 の 非 常 勤 職 員 」 に 改 め る 。
別 表 第 ５ の ３ の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

別 表 第 ６ （ 第 ９ 条 関 係 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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区 分 給 料 月 額 の 上 限

企 業 行 政 職 給 料 表 が 適 用 さ れ る 職 員 と 類 別 表 第 １ 企 業 行 政 職 給 料 表 に 定 め る １
似 す る 職 務 に 従 事 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 級 に お け る 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）
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